
新城市における 

地域包括ケアモデル事業の取
組（訪問看護ステーションモデル） 

～新城市 市民福祉部 長寿課～ 



新城市の状況 

（平成２７年３月１日現在）  

人   口  ４９，００７人 
（4/1時点に比べ ▲４６８人） 

高齢者数  １５，４０１人 

（高齢化率 31.４３%）  
（4/1時点に比べ + 0.９７%） 

 

                     （平成２７年３月１日現在） 
  ・新城地区 34,357人 内高齢者 9,822人 ２8．6％ （+0.9％）  
  ・鳳来地区 11,329人 内高齢者 4,461人 ３9．4％（+2.0％）   
  ・作手地区   2,651人 内高齢者 1,104人 ４１．6％（+0.4％） 
 

 

新 城 市 位 置 図 



新城市の人口ピラミッド 
（平成２６年１１月１日現在） 
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病院 ５か所 訪問看護 3か所(公設１) 

医科診療所 ２５か所 訪問リハビリ ３か所 

歯科診療所 ２３か所 通所リハビリ ５か所 

調剤薬局 １４か所 

新城市の医療資源の状況 

市内の病床数 

 市民病院 ： 一般病床数１９９床 うち地域包括ケア病床２１床  
 上記以外病院（４カ所合計） 
      ： 一般病床数 ６０床 
      ： 療養病床 １９５床 
 診療所（４カ所合計）：  ３６床  

入院できる施設が限られている 





新城市の介護資源の状況 
通所介護 
（デイサービス） 

１８ヶ所 特別養護老人ホーム ２ヶ所 

訪問介護 
（ホームヘルプサービス） 

９ヶ所 介護老人保健施設 ２ヶ所 

通所リハビリテーション 
（デイケア） 

５ヶ所 介護療養型医療施設 ４ヶ所 

訪問入浴 １ヶ所 地域密着型介護老人福祉施
設 

１ヶ所 

居宅介護支援事業所 １５ヶ所 その他施設 
（ ケアハウス・有料老人ホーム 
  サービス付高齢者向け住宅 ） 

４ヶ所 

小規模多機能型居宅介護 １ヶ所 認知症対応型共同生活介護 
（グループホーム） 

７ヶ所 

訪問看護 １ヶ所 短期入所生活・療養介護 
（ショートステイ・医療型ショートステイ） 

７ヶ所 

福祉用具貸与・購入 ２ヶ所 地域包括支援センター 
 【 ブランチ・高齢者ふれあいセンター】 

 １ヶ所 
【６か所】 



 市町村別 第１号被保険者に占める認定者の割合 

                 出典：平成24年度介護保険事業報告（年報） 愛知県版 •   

 

 

 

•   

• 別 第１号被保険者に占める認定者の割合 

•   

 



 

 第１号被保険者１人あたり給付費 
 
 



◎地域包括ケア基本方針等検討会議 

○関係機関連絡会議 

○地域ケア会議 

○在宅医療連携協議会 

 Ｈ26年 6/17 
 Ｈ27年 3/30（予定） 

 Ｈ26年 ８/11、10/20、12/24 
 Ｈ27年 3/26（予定） 

Ｈ26年 7/17、8/28、9/18、    
11/18、12/25 
Ｈ27年 3/10 

Ｈ26年 7/24、9/18、11/13 
  

取組み状況① 
 

【多職種による検討会議の開催】 （開催日） 



 取組み状況② 
 

 

• 市 民 講 演 会 Ⅰ（H26.9.27（土） 13:30開演） 

参加者    
１８５名 
 
アンケートの
実施 
１２３名 
 
ご意見 

・在宅の看取
り、老後への
不安を感じ
る。 

・地域包括ケ
アへの理解
の一方、市の
施策がみえ
ない。 

・参加者が少
ない。ＰＲ不
足では。 
 

 
 
 
 
 



 取組み状況③ 
 多職種研修会の開催 Ⅰ （H26.12.4（木） 19:30～21：10１０

10） 

参加者  ８７名（事務局含む） 
（医師・歯科医師、薬剤師、保健所、居宅介護
支援事業所、地域包括等） 

グループワーク １１グループ 
(発表 ２グループ) 
        アンケートの実施 ４９名 
 
 
    



多職種研修会の開催 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 
• 愛知県地域包括ケア推進モデル事業 

 
 
 
 
 

【テーマ】 新城市が超高齢化社会を生き抜くために・・・ 
    ～ ２０２５年問題 超高齢化社会の到来を理解する。～ 
  団塊の世代が７５歳（後期高齢者）となる２０２５年、日本は超高齢化社会を迎えます。住み慣れた地  
  域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるように、医療・介護・予防・住まい・生活支  
  援が一体的に提供されるその地域に合った“地域包括ケアシステム構築”が重要です。 

【目 的】   超高齢化社会の到来を正確に理解し、知識を広げることにより、新城市の地域包括ケアシ  
       ステムの方向性を確認する。また、意見交換等により、職種別に抱えている問題など、多職種 
       関係者で共有できる場とする。 

【対象者】  多職種（医療・介護）関係者・民生委員・市役所職員ほか 

【内 容】  ３回シリーズによる研修（要申込、いずれか１回または２回のみ参加可） 

第１回  平成２７年３月１８日（水）午後７時～午後９時 
     「終末期の緩和ケアを地域に広めるために」 
      豊橋医療センター緩和ケア部長 医学博士 佐藤 健 医師 

第２回  平成２７年３月２２日（日）午後１時３０分～午後３時３０分 
     「在宅医療における多職種協働の意義」 
      国立長寿医療研究センター 呼吸機能診療科 千田一嘉 医師 

第３回  平成２７年３月２８日（土）午後２時～午後４時 
     「認知症の在宅医療について」 
                  国立長寿医療研究センター 精神科 福田耕嗣 医師 

【会 場】   新城文化会館 大会議室 (全回の会場)  
 



 取組み状況④ 
 

  
【地域医療連携センター】             ＜視察の内容 ＞                      
・視察の目的：在宅医療を含む多職種連携に    ・医療と介護連携のための推進体制の充実    

おいて、先進的な展開をしている状況を   ・医師会等との良好な関係 
視察                         ・主治医・副主治医の仕組みの構築 
                            ・多職種連携のため、研修会等を通じ     
                             顔の見える関係を構築 ⇒ ICT活用  
                             ⇒ チームケア 

 
                          

                                                                          

先進地視察  柏市視察  （平成26年10月9日（木）） 



情報共有のネットワークとして 
電子＠連絡帳を利用した情報共有  

ネットワーク参加事業所 

医療機関、介護事業者 
ケアマネージャーなど 

利用者情報 

共有ストレージ 

訪問看護ステーション 

アクセス権限を設定 

参加事業所の利用者情報へのア
クセス権限は訪問看護ステーショ
ンしんしろで設定・管理 

利用可能機器 
・ＰＣ（Ｗｉｎ＆Ｍａｃ） 
・ｉＯＳ端末 
・Ａｎｄｒｏｉｄ端末  

医療・福祉統合 
クラウド 

電子＠掲示板 
ポータルサイト 

業種間の情報共有 

診断情報等の掲載 

利用者情報の集約 

アクセス権限を付与された
利用者情報のみ閲覧・記載
が可能。 

記載などの情報は全て共有
ストレージに保存。 

ログイン 
インターネット回線 

 取組み状況⑤ 
 



取組み状況⑤資料 



在宅医療啓発用チラシ（全戸配布） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住み慣れた所で暮らすために 
を考えてみませんか 

 

 

 

「在宅医療」とは、どんなもの？ 

自宅など病院外で行われる医療全般のことです。 

通院が困難な患者さんの自宅もしくは老人施設などを、医師・歯科医師のほか、看護師、薬剤

師や理学療法士（リハビリ）などの医療関係者が、定期的に訪問して医療を行うことです。 

「住み慣れた自分の家で療養したい」「できれば最期までの日々は、思い出深い我が家で、自分
らしく過ごしたい」など、患者さんの想い、家族の想いから始まります。 

「地域包括ケアシステム」で見守っていきます！ 

地域包括ケアシステムとは、医療

と介護（ケアマネ・ヘルパー・行政

等）の多職種の関係者が連携をと

り、住み慣れた所で安心して暮らす

ことができるためのシステムです。 

特に、在宅医療の充実を図り、利

用する患者さん並びにご家族の負

担を軽減できるよう、多職種でサポ

ートしていきます。 

 

 

 

 

 
 

医師（主治医） 

薬剤師 歯科医師 

自宅等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

この地域の医療・介護サービス資源、自分・家族の健康状態、生活体系などを想像してみてくだ
さい。年と共に１年間が短く感じるのは私だけでしょうか？ 
超高齢社会を迎え、この限られた資源を今から有効活用しましょう。 

「在宅医療」まずは相談しましょう 

 自宅等の在宅医療・介護サービスは無理だと思っていませんか。 
 一人で悩まずに、相談する窓口はたくさんありますので活用して 
ください。 
  ☆かかりつけ医や入院している病院の主治医及び医療機関 
  ☆訪問看護ステーションの看護師 
  ☆市役所長寿課、地域包括支援センター（介護サービス・各種相談） 
  ☆ケアマネージャー、ヘルパー（介護サービスを利用している場合） 
  ☆家族 

 

「かかりつけ医」を持ちましょう 

 かかりつけ医は、日常的な診療や健康管理のアドバイスをしてくれる、地域の身近なお医者さん
です。 
 大病院に比べて、比較的待ち時間が短く受診の手続きも簡単です。入院や特別な検査・治療等を
必要と判断した場合は、適切な病院と診療科を紹介してくれます。 
 その後、病院で治療や検査が行われ、病状が安定し通院治療が可能となれば、再びかかりつけ医
が診察にあたります。 
 住まいの近くにある診療所や病院の先生を「かかりつけ医」として決めておきましょう。 

 

 

 

 

「かかりつけ医」へ診察 

入院・手術・特別な検査
が必要な場合 

退院 紹介 

【多職種】医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、ケアマネージャー、ヘルパーなどの、医療や介護事業所の総

称です。（他にも多くの職種の方がみえます） 

多職種が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護の提供を行っていきます。 

 

新城市在宅医療連携協議会  

【事務局】 新城市 市民福祉部 長寿課        電話２３－７６８８ 

健康医療部 へき地医療支援室   電話３２－２８１１ 

健康医療部 訪問看護ステーション 電話３２－２４１６ 

新城市地域包括支援センター        電話２３－６８１０ 

限られた 

医療資源です 

取組み状況⑥ 



   取組み状況⑦ 

 

 

訪問看護の周知 

地区民生・児童委員の会議におけ
る説明：全6地区会場にステーショ
ン看護師が出席 
（Ｈ26．12．19～27．3．19） 

シルバー人材センター
恒例のセンターまつりに
ステーション看護師が
参加（Ｈ26．10．25（土）） 



社会資源（医療・介護以外の地域資源） 

 

 

ボランティア市民活動 

連 絡 先 
代表 ● ●● 
電話 ●●●● 

市が開催する「木曜塾」 

地
区
主
催
ミ
ニ
デ
イ 

 買物ツアー（社会福祉協議会自主事業） 



住民ニーズ（介護保険計画に基づくアンケート） 

46.1 

62.5 
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0% 20% 40% 60% 80%

①介護予防教室

②配食サービス

③重度要介護者家族介護用品支給

④緊急通報装置の設置

⑤寝具乾燥サービス

⑥日常生活用具の支給

⑦福祉タクシー料金助成

⑧外出支援サービス

⑨紙おむつ宅配サービス

⑩乳酸菌飲料宅配サービス

（１）【現在】知っているサービス（Ｎ=323）

（２）【今後】利用したいサービス（Ｎ=274）

７－（１） 高齢者福祉サービスの利用状況・利用意向について 
問45：市や社会福祉協議会が実施している高齢者福祉サービスについて、(１)、(２)それぞ
れの質問に該当するサービスがあれば、枠内に○をご記入ください。 



○医師会、歯科医師会、薬剤師会・・・３師会の理解は得られ   

 ている。 

 ＊医師の高齢化、広範囲：地域格差（移動時間により制限） 

  ・・・個々の医師等に対し市から直接協力を求めていく。 

○多職種研修会参加者（医師、歯科医師、薬剤師） 
 ・他職種の連携はできてないと実感 
 ・ICT導入のメリットについて説明が必要 
 ・医療・介護の相談窓口の必要 

○訪問看護ステーション 
 ・訪問看護の普及啓発が急務である。 

 ・組織をまたぐ活動になるため、市としてのバックアップが必要である。 
 ・訪問看護が小規模だと非効率・負担増大、研修・会議への参加が難しくな 
 り、看護サービスの質の低下につながる。 
 ・訪問看護職員の確保（経験必要）は今後難しくなるため、将来を見据えた 
 採用計画が必要である。  

 

 

 連携機関の意見等 



①モデル事業担当事務局の体制強化・・・組織機構見直し   

  主担当事務局となる長寿課が、介護保険事業計画策定、介護保険法の一部改正、広域連合の設立等  

 に伴う 事務作業に追われており、当モデル事業における連絡調整に手が回らない状況下に加

え、   

 医療分野に精通する者がいないため統一した方向を見出すに期間を要した。 

②各検討会議の見直し(案)・・・既存の検討会にワーキンググループを設  

 置 
  各会とも委員が多くいることから、ワーキンググループを設置し、内容に応じて各グループに問題提 

 起するものとする。 

③在宅医療の啓発等を図るとともに市の方針を固める。 

  市役所職員も含め住民への理解をさらに深めるとともに、３師会（医師会等）、介護サービス事業 

 所に協力を引き続き求める。・・・・ 訪問看護の利用拡大につなげる。  

④住まいの確保、認知症施策の推進に係る取組みを追加 

⑤社会資源マップを作成 

⑥地域自治区への説明と意見聴取 
 地域包括アケシステム構築を進める上で、地域住民の理解と協力が不可欠であることから、地区住民
の意見を求める。 

 21 

    来年度にむけて 



【組織機構の見直し】    【社会資源マップ】 

                ＜既存のマップを利用し製作準備中＞ 
〇介護保険を担当する

が主の事務局となり、公設の訪

問看護ステーションとその業務の一

部を担う健康医療部へき地医療支援

室が、在宅医療に関するバックアッ

プを行う形で進んでいる。 

   

健康医療部 

介護保険課 

地域包括ケア推進室 

地
域
医
療
支
援
室 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 



訪問看護ステーションモデルに取組む市町村へ 

○在宅医療の提供医師に限りがある市町村（中山間部）を対象と  
 したモデル 
  公設であるため、市の方針に沿った取り組みが行えた。山間地における事業展開は経営上  

  の採算がとりづらいことから自治体の強力な援助がないと民間参入は見込めない。訪問看護  

  師確保のための施策なども含めた市の支援体制が必要である。   

   また、訪問看護に対する住民意識は低く周知啓発を図る必要があるが、看護師等の業務負 

  担を最小限とするため、事務局職員が全面的にバックアップしなければ進むものではない。 

〇地域包括ケアシステム構築を早期に目指すには事務局（専門的業務）  
 体制の強化が必要・・・市の方針に位置付け 
  事務局の事前準備（検討会議各委員への事前説明）から始まり、事務局が各会議に対して  

  明確な方向性を示す能力（知識、経験等）が求められる。またシステム構築は継続して取組 

  むことになるため事務局職員には専門性が求められる。 

○会議の目的を重視 

  論点の絞り込み、効率的な運用（会議進行を任せる。外部講師の活用）を求める。 

○ＩＣＴシステムは信頼関係づくりから 
 利用するのは医療・介護事業者等からなり互いの信頼関係がなければ利用が進まない。 

 

 

 

 

23 



 
 在宅医療提供が限られた地域で、医療・介護の双方に通じた訪問看護ス

テーションが中心となって高齢者の在宅医療を支えるとともに、医療・介護・ 

予防・生活支援を担う関係職種が連携するシステム 

  
訪問看護ステーションモデルのイメージ 

訪問看護ステーション 

歯科医師会 

市町村（組織体
制：推進室） 

地域包括支援セ
ンター 

医師会 

薬剤師会 

訪問看護利用者 

医療・介護・生活
支援団体が連携
し、効果的なサー
ビスを提供 

利用者情報の共有ネットワークの構築 

かかりつけ医 
歯科医院等 

ヘルパー・ケアマネ等介
護・予防サービス 

訪問看護ステーションモデルの取組み 



新城市訪問看護ステーションしんしろの業務実態 

看護師  ７名（正規６、臨時１） 
事務職  １名（臨時） 
利用者  ５５名 
 
利用地域 新城市全域 

最遠方利用者までの距離 
往復５２ｋｍ 

１日の平均移動距離 
約４０ｋｍ 

新城市訪問看護 
ステーション 



新城市   
訪問看護 

ステーション 

鳳来保健センター内 

地域包括ケア推進室・予定 



ご清聴、ありがとうございました 

新城市役所 

 市民福祉部 長寿課 

  電話（0536）23-7688 

E-mail  kaigo@city.shinshiro.lg.jp 

 


